
東大阪市告示第   号  

 

令和８年度において、下記のとおり国土調査（地籍調査）を実施するので、国土調査法

（昭和２６年法律第１８０号）第７条の規定により告示する。  

 

令和８年７月９日  

東大阪市長 野 田 義 和  

 

記  

 

  １．事業計画が定められた年月日    令和８年５月２１日  

  ２．調査を実施する者の名称      東大阪市  

  ３．調査地域             善根寺町６丁目外地区  

                     善根寺１丁目外（その１）地区  

  ４，調査期間             令和８年４月７日から  

                     令和９年３月３１日まで  
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